「一般競争入札」公告
韮崎市公告第１９号
韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告します。

令和８年４月７日

韮崎市長　　内　藤　久　夫　   
Ⅰ　一般競争入札(事後審査型)公告個別事項
【 入札事項 】
	件　　名
	令和８年度基幹系パソコン賃貸借

	契約番号
	5083100004

	履行場所
	　韮崎市デジタル戦略課の指定する場所

	業務及び
入札の概要
	1
	内容
	基幹系パソコンの賃貸借を行うもの。
（詳細は別紙仕様書のとおり）

	
	2
	履行期間
	令和８年５月1日から令和１３年４月30日まで

	
	3
	予定価格
	事後公表

	
	4
	入札保証金
	入札保証金は入札金額の100分の5以上とする。

免除規定：韮崎市財務規則第102条（公告共通事項7その他（3）参照）

落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。

入札時に入札保証金返還の請求書を提出すること。

	入札参加
資格要件
	1
	名簿登録
	韮崎市競争入札参加資格【物品：賃貸借（パソコン・周辺機器）】を有する者（令和７・８年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者）

	
	２
	資格要件及び

参加要件
	過去5年間に、国または地方公共団体に同種同等規模の納入実績があるもの（一般競争入札参加確認資料に記入すること。）


【 入札に関する事項 】
	日    程
	１
	公告日
	令和８年４月７日（火）

	
	２
	仕様書配布期間
	令和８年４月７日（火）～ 令和８年４月１６日（木）
韮崎市オフィシャルホームページ上で公開

	
	３
	質問提出期限
	令和８年４月１３日（月）　午後３時

	
	４
	入札参加申出受付期間
	令和８年４月７日（火） ～令和８年４月１５日（水）　午後3時
※通常よりも期間が短いのでご注意ください。

	
	５
	入札書受付日時
	令和８年４月１６日(木)　午後3時まで

	
	６
	開札日時及び開札場所
	令和８年４月１７日(金)　午前10時～　韮崎市役所 4階大会議室

	
	７
	落札者発表予定日
	令和８年４月２０日(月)（韮崎市オフィシャルホームページ上で公表）

	入札方法
	『韮崎市電子メール入札実施要領』『韮崎市電子メール入札手引き』及び『韮崎市電子メール入札手順』を参照してください。（韮崎市オフィシャルホームページに公表）

（一般競争入札（事後審査型）公告共通事項６入札手続き等（2）参照）

	提出書類
	１
	入札参加申出時
	一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)
※様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロードﾞすること。　
※参加申出時までに入札書提出用メールアドレス登録が必要（既に登録が有る場合は不要）。登録の有無は市オフィシャルホームページﾞ上で確認すること。未登録の場合は、市オフィシャルホームページ上の案内にそって登録を行うこと。

	
	２
	入札時
	1 入札書
2 入札参加資格要件のうち、資格要件及び参加要件を満たして
いることが確認できる書類(契約書・許可証等)の写し
3 入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し

4 入札保証金領収済み納付書写し又は入札保険証券等(入札保証金を要する場合)
5 入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)
※電子メール入札においては、①～⑤をPDFに変換し、ZIPファイルに市が発行するパスワードを設定して、期日までに提出すること。詳しくは『韮崎市電子メール入札手引き　３（３）入札の方法』を確認すること。

	支払条件
	部分払

	そ の 他
	Ⅱ 一般競争入札（事後審査型）公告共通事項をご確認ください。

	問合せ先
	〒407－8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号

韮崎市役所 総務課 契約管財担当　 電話 0551－45－9367
keiyaku@city.nirasaki.lg.jp

	
	・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式（エクセルファイル）を用いること。
　　※ 電子メール送信後には、電話により必ず受信の確認を行うこと。

　　※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。
・質問に対する回答は、令和８年４月１４日(火)までに韮崎市オフィシャルホームページで公表する。


Ⅱ　一般競争入札(事後審査型)公告共通事項

1　一般競争入札の参加資格

韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

(1)　一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。

(2)　地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律77号）第2条第6号に規
定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。また、法人においては、その
役員が暴力団員でないこと。

(4)　この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。

(5)　この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。

(6)  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。

(8)  納付すべき各種税金に滞納がない者であること。（但し、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により徴収猶予を受けている税額については、滞納していないものとみなす。）

2　仕様書の配布

(1)　配布期間：「個別事項」に記載の配布期間

(2)　韮崎市オフィシャルホームページにて公開する。

3　入札参加申し出受付期間及び申し出方法

(1)　受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、最終日は午後3時までとする。

(2)  申し出方法は郵送、窓口提出または電子メールとし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。（メールアドレスは、「問合せ先」のとおり）

(3)　一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。

4 入札参加資格の確認等

入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。

5　苦情申し立て

(1)　入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。

(2)　入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。

(3)　市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。

(4)　(3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。なお、書面は下記に持参すること。

韮崎市総務課契約管財担当

韮崎市水神1-3-1　電話0551-45-9367
(5)　(4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。

6　入札手続等

(1)　入札書受付日及び開札予定日時：「個別事項」に記載のとおり

(2)　入札方法

ア　入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。

イ　落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。

(3)　入札の無効

ア　この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。

イ　アに掲げるほか、競争入札心得で示す入札は無効とする。

(4)  入札不調の場合、再入札を直ちに行い、再々入札は行わない。

(5)　落札者の決定は、開札後入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。

(6) 入札参加者は、競争入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。

7　その他

(1)　落札者が契約締結までの間に「1 一般競争入札の参加資格」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。また、仮契約締結後も同様とする。なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。

(2)　最低制限価格　：無

(3)　入札保証金　(入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者はこれを免除とする。また、財務規則第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。
(4)　契約保証金　(契約金額の100分の10)は、契約時（仮契約の場合は仮契約時）に納付すること。ただし、財務規則第132条第1項の規定に該当する者はこれを免除とする。また、財務規則第132条第2項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。

(5)　「韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年韮崎市条例第40号）」に基づき、議会の議決に付す必要がある場合には、議会の議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立したものとする。

(6)　一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。

(7)　現場説明会は行わない。
(8)　入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)～(8)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。
(9)　入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)～(8)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。

(10) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定
入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。また、契約後に談合の事実が明
らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対
する違約金を支払わなければならない。
(11) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。

(12) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。

